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社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 

地域包括支援センター上小阪 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント 重要事項説明書 

 

この「重要事項説明書」は、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防に係

る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３７号）」

第４条の規定及び東大阪市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づき、介護予防支援・介護予防ケ

アマネジメント契約に際して、事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。 

 

 

1 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供する事業者について 

名 称 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 

代 表 者 理事長 行松 英明 

所 在 地 〒562-0012  大阪府箕面市白島三丁目５番５０番 

 

 

2 ご利用者への介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供を担当する事業所 

名 称 地域包括支援センター上小阪 

介護保険指定事業者番号 東大阪市指定  ２７０５０００２３６号 

所 在 地 〒577-0813  東大阪市新上小阪１１番２号 

電 話 
TEL ０６－６７２６－３０４０  

FAX ０６－６７３０－７１６８  

事 業 所 の 通 常 の 

事 業 実 施 地 域 
 上小阪中学校区 

 

 

3 事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的 

利用者からの相談に応じ、利用者の心身の状況、その置かれている

環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及

び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるように配慮し、ま

た、利用者が可能な限り、その居宅において自立した日常生活を営む

ことができるように配慮して行います。 

運 営 方 針 

① 利用者が可能な限り、その居宅において自立した日常生活を営む

ことができるよう援助に努めます。 

② 利用者の心身の状況、環境等に応じ、適切なサービスが総合的か

つ効率的に提供されるようにします。 

③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、提供

される介護予防サービスが、特定の種類又は事業者に偏らないよ

う、公正中立に行います。 

④ 市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の

介護予防支援事業者、介護保険施設、地域における様々な取り組

み等との連携に努めます。 

⑤ 利用者の要支援認定等の申請及び基本チェックリストの実施に対

して、必要な協力を行います。また、申請や基本チェックリスト

が行われているか否かを確認し、その支援も行います。 
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4 事業所の窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 

 月曜日から土曜日 

但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日よ

り翌年１月３日までの日は除く。 

営 業 時 間 

 午前９時００分から午後５時４５分 

 ただし、緊急を要する場合の連絡体制は整備しており、電話により

常時連絡が可能。  ＴＥＬ ０６－６７２６－３０３１ 

 

 

5 事業所の職員体制 

事 業 所 の 管 理 者  管理者 奥作 かおり 

 

職   種 主 な 職 務 内 容 人員数 

保健師等 介護予防ケアマネジメント・ケアプラン作成業務等 1 名以上 

社会福祉士 高齢者の総合相談業務、権利擁護業務等 1 名以上 

主任 

介護支援専門員 

地域での包括的ケアマネジメント支援（地域の介護支援専門

員支援）業務等 
1 名以上 

介護支援専門員 介護予防ケアマネジメント・ケアプラン作成業務等 1 名以上 

 

※介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供するものは、勤務中、常に身分証を携帯してお

ります。不審に思われるときは、身分証の提示を求めてください。 

 

 

6 事業者が利用者に提供する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの内容 

（実施方法については、契約書別紙参照） 

 

 ① 介護予防サービス・支援計画の作成 

 ② 介護予防サービス事業者等及び関係機関等との連絡調整 

 ③ サービス実施状況の把握、評価 

 ④ 利用者状況の把握 

 ⑤ 給付管理 

 ⑥ 目標達成状況についての評価 

 ⑦ 要介護・要支援認定の申請及び基本チェックリストに対する協力、援助 

 ⑧ 相談業務 

 

 

７ 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る所定の料金、利用料 

（１）上記６「事業者が利用者に提供する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの内容（以下、

「介護予防支援の内容」という。）」の①～⑧の内は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメ

ントの一連の業務として、介護保険及び東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業の対象とな

るものです。 

（２）介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの内容の、１ヵ月あたりの利用料金は、以下のと

おりです。 
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区分 １ヵ月あたりの料金 １ヵ月あたりの利用料 

介 護 予 防 支 援 ４，７２９円 介護保険及び東大阪市介護予

防・日常生活支援総合事業適用

となる場合には、利用料を支払

う必要はありません。全額介護

保険及び東大阪市介護予防・日

常生活支援総合事業より負担さ

れます。 

介護予防ケアマネジメントＡ ４，７２９円 

介護予防ケアマネジメントＢ ２，３１１円 

介護予防ケアマネジメントＣ ４，７２９円 

初 回 加 算 ３，２１０円 

委 託 連 携 加 算 ３，２１０円 

＊高齢者虐待防止措置未実施の場合４単位、業務継続計画未策定の場合４単位を 

上記の各料金より引き算し、金額を算出します。（１単位当たりの単価：10.7 円） 

  

※介護保険が適用される場合であっても、保険料滞納により、支払い方法の変更処分を受けている場 

合については、いったん利用料を事業者に支払う必要があります。お支払いの後、事業者が発行す 

る領収書と介護予防支援サービス提供証明書を添えて、東大阪市の窓口で支給申請を行って下さい。 

※厚生労働省が実施する、介護保険制度の改正及び介護報酬単価の改正に伴い、介護予防支援及び東

大阪市介護予防・日常生活支援総合事業の内容及び利用料については、都度変更が生じます。当該

改正の際は、利用料の発生等の重要事項の大幅な変更がない限り、改正内容は通知によって重要事

項の説明と代えさせて頂きます。 

 

 

8 公正中立なケアマネジメントの確保について 

（１）利用者は介護予防サービス等を利用する際、事業者に複数の介護予防サービス事業者等を紹 

介するよう求めることができます。 

（２）利用者は介護予防サービス・支援計画に位置付けた介護予防サービス事業者等の選定理由につ

いて、事業者に説明を求めることができます。 

 

 

9 医療と介護の連携の強化について 

利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員の氏名及び 

連絡先を当該病院又は診療所に伝えてください。また、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介

護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管をお願いします。 

 

 

10 高齢者虐待の防止について 

    事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講

じます。 

（１）虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者

に周知徹底を図ります。 

（２）虐待防止の為の指針を整備します。 

（３）虐待防止の為の研修を年１回実施し、従業者の人権意識の向上や技術の向上に努めます。 

（４）虐待防止の為の担当者を下記に定めます。 

虐待防止に関する責任者 責任者 大西 智之 

虐待防止に関する担当者 管理者 奥作 かおり 
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11 秘密保持及び個人情報の保護について 

（１） 事業者及び事業者の使用する者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供する

上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。こ

の秘密を保持する義務は、契約終了後も継続します。 

 

（２）事業者は、利用者から同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を

用いません。また、利用者の家族の個人情報についても同様に扱います。 

（３）事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（磁気媒体情報及び伝送情

報を含む）についは、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも、第三者への

漏洩を防止するものとします。 

 

12 事故発生時の対応について 

当事業所が、利用者に対して実施する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供によ

り、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族・市町村に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じます。また、当事業所が利用者に対して行った介護予防支援及び介護予防ケアマネジメ

ントの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

当事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保 険 会 社 名  損害保険ジャパン株式会社 

保 険 名  福祉事業者向け賠償責任保険 

賠 償 の 概 要  施設・在宅サービスに関する全ての事業・活動が対象 

 

 

13 苦情処理の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先について 

（１）相談及び苦情に円滑かつ適切に対応する為の体制及び手順は以下のとおりとします。 

① 利用者等への 

周知徹底 

・施設内への掲示、パンフレットの配布等により苦情解決責任者及

び苦情受付担当者の氏名、連絡先や苦情解決の仕組みについて周

知します。 

② 苦情の受付 

・利用者からの苦情は随時受け付けると共に、苦情受付簿を作成し

ます。 

・苦情受付簿を作成後は速やかに苦情受付担当者へ申し送ります。 

・苦情受付担当者は苦情を受け付け、事情を聴取すると共に苦情相

談票を作成します。 

③ 苦情受付の報告 ・苦情受付担当者は受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告します。 

④ 苦情解決に向けて

の話し合い 

・苦情解決責任者は、苦情申し出人との話し合いによる解決に努め

ます。 

⑤ 苦情解決の記録 

報告 

 

・苦情受付担当者は苦情受付から解決、改善までの経過と結果につ

いて苦情相談処理報告書に記録します。 

・苦情解決責任者は苦情解決結果について、苦情申し出人に対して

報告します。 
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・また解決、改善までに時間がかかる場合には経過について報告し

ます。 

⑥ 苦情解決の公表 
・サービスの質や信頼性の向上をはかるために、必要に応じて東大

阪市役所等に報告します。 

 

 

（２）提供した指定介護予防支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための

窓口を設置します。 

【事業者の窓口】 

地域包括支援センター上小阪 

所 在 地  東大阪市新上小阪１１番２号 

電話番号  ０６－６７２６－３０４０ 

FAX 番号  ０６－６７３０－７１６８ 

受付時間  月曜～土曜日 

（日・祝祭日、年末年始をのぞく） 

午前９時から午後５時４５分 

苦情解決責任者  大西 智之 

苦情受付担当者  奥作 かおり 

【東大阪市の窓口】 

東大阪市 福祉部  
指導監査室 法人・高齢者施設課 

所 在 地  東大阪市荒本北一丁目１番１号 

電話番号  ０６－４３０９－３３１５ 

FAX 番号  ０６－４３０９－３８４８ 

東大阪市 福祉部 

 指導監査室 介護事業者課 

所 在 地  東大阪市荒本北一丁目１番１号 

電話番号  ０６－４３０９－３３１８ 

FAX 番号  ０６－４３０９－３８４８ 

高齢介護室 地域包括ケア推進課 

電話番号  ０６－４３０９－３０１３ 

FAX 番号  ０６－４３０９－３８４８ 

受付時間  月曜～金曜日 

（土・日・祝祭日、年末年始をのぞく） 

午前９時から午後５時３０分 

【公的団体の窓口】 

大阪府国民健康保険団体連合会 

所 在 地  大阪市中央区常盤町一丁目３番８号 

      中央大通 FN ビル内 

電話番号  ０６－６９４９－５４１８ 

FAX 番号  ０６－６９４９－５４１７ 

受付時間  月曜～金曜日 

（土・日・祝祭日、年末年始をのぞく） 

午前９時から午後５時 

【公的団体の窓口】 

大阪府社会福祉協議会 

運営適正化委員会 

（福祉サービス苦情解決委員会） 

所 在 地  大阪市中央区中寺一丁目１番５４号 

      大阪社会福祉指導センター1階 

電話番号  ０６－６１９１－３１３０ 

ＦＡＸ   ０６－６１９１－５６６０ 

受付時間  月曜～金曜日 

（土・日・祝祭日、年末年始をのぞく） 

午前１０時から午後４時 

【東大阪養護老人ホーム】 

第三者委員 

（神崎 順子氏） 

受付場所  東大阪養護老人ホーム 面談室 

受付時間  毎月第３金曜日 

午後 0時３０分から午後２時 
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14 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日  令 和    年    月    日 

 

上記内容について、利用者に説明を行いました。 

事

業

者

名 

法 人 名  社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 

所 在 地  大阪府箕面市白島三丁目５番５０号 

代 表 者 名  理事長 行 松 英 明                  

事

業

所

名 

事 業 所 名  地域包括支援センター上小阪 

所 在 地  東大阪市新上小阪１１番２号 

管 理 者 氏 名  奥 作 か お り 

説 明 者 氏 名                              印 

 

上記内容の説明を確かに受けました。 

（利用者） 

住 所  

氏 名                             印 

 

（代理人） 

住 所  

氏 名                              印 

 

この重要事項説明書について、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問してください。 

 

 


